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主
な
改
定
内
容
と
今
後
企
業
に
求
め
ら
れ
る
対
応

機
関
投
資
家
の
議
決
権
行
使

基
準
と
株
主
提
案
等
の
動
向

第３章

三
井
住
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㈱　
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ン
ス
コ
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サ
ル
テ
ィ
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部
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ム
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水
谷
　
豊

【
こ
の
章
の
エ
ッ
セ
ン
ス
】

●
２
０
２
６
年
の
議
決
権
行
使
基
準
の
主

な
改
定
項
目
は
、業
績
、取
締
役
会
の
独

立
性
、取
締
役
会
の
多
様
性
、政
策
保
有

株
式
、サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
で
あ
る
。投

資
家
が
対
話
で
重
視
す
る
テ
ー
マ
も
同

様
で
あ
り
、そ
の
上
位
は
、ガ
バ
ナ
ン
ス

体
制
、企
業
戦
略
、企
業
業
績
お
よ
び
長

期
見
通
し
、株
主
還
元
策
、気
候
変
動
で

あ
る
。

●
２
０
２
５
年
６
月
に
は
過
去
最
高
水

準
の
株
主
提
案
が
提
出
さ
れ
、コ
ー
ポ

レ
ー
ト・ガ
バ
ナ
ン
ス
関
連
の
提
案
が
最

多
と
な
っ
た
。

は
じ
め
に

本
章
で
は
、
２
０
２
６
年
株
主
総
会
に

向
け
て
注
目
す
べ
き
事
項
と
し
て
、
主
要

国
内
機
関
投
資
家
の
議
決
権
行
使
基
準
お

よ
び
議
決
権
行
使
助
言
会
社
の
助
言
方
針

の
改
定
動
向
、
さ
ら
に
株
主
提
案
の
動
向

に
つ
い
て
解
説
す
る
。
議
決
権
行
使
基
準

等
の
主
な
改
定
項
目
は
図
表
１
に
整
理
し

た
と
お
り
で
あ
り
、
本
章
で
は
２
０
２
５

年
11
月
以
降
に
行
わ
れ
た
議
決
権
行
使
基

準
等
の
改
定
を
総
称

し
て「
２
０
２
６
年

の
改
定
」と
称
す
る
。

な
お
、
本
章
に
示

す
意
見
に
わ
た
る
部

分
は
、
筆
者
個
人
の

見
解
で
あ
り
、
所
属

す
る
法
人
・
団
体
の

意
見
で
は
な
い
こ
と

を
申
し
添
え
る
。

議
決
権
行
使
基
準
等
の

改
定
動
向

図
表
１
の
項
目
に
沿
っ
て
、
主
要
国
内

機
関
投
資
家
の
議
決
権
行
使
基
準
お
よ
び

議
決
権
行
使
助
言
会
社
の
助
言
方
針
に
つ

い
て
動
向
を
み
て
い
く
。

業
　
績

⑴
　
議
決
権
行
使
基
準
等
の
改
定
内

容国
内
機
関
投
資
家
の
多
く
は
、
海
外
機

関
投
資
家
と
は
異
な
り
、
業
績
基
準
と
し

て
Ｒ
Ｏ
Ｅ（
自
己
資
本
利
益
率
）に
明
確
な

定
量
的
閾
値
を
設
け
て
い
る
点
が
特
徴
で

あ
る
。
一
般
的
に
は
５
～
８
％
程
度
の
Ｒ

Ｏ
Ｅ
水
準
を
基
準
と
す
る
ほ
か
、
市
場
全

体
や
業
種
内
で
の
相
対
的
な
位
置
づ
け
を

踏
ま
え
た
判
断
を
採
用
す
る
例
も
み
ら
れ

る
。
２
０
２
６
年
の
改
定
で
は
、
Ｒ
Ｏ
Ｅ

閾
値
の
引
上
げ
や
、
Ｒ
Ｏ
Ｅ
の
業
種
別
順

位
・
全
上
場
企
業
順
位
に
係
る
基
準
の
厳

格
化
、
さ
ら
に
短
期
的
な
株
価
変
動
等
に

よ
る
影
響
を
軽
減
す
る
見
直
し
等
が
確
認

さ
れ
た
。

ア
モ
ー
ヴ
ァ
・
ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
㈱
は
、
２
０
２
６
年
４
月
以
降
、
Ｒ
Ｏ

Ｅ
の
閾
値
を
従
来
の
５
％
か
ら
８
％
へ
引

き
上
げ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
過
去
３
期
連

続
で
Ｒ
Ｏ
Ｅ
が
８
％
未
満
で
あ
り
、
か
つ

同
一
業
種
内
で
下
位
50
％
に
位
置
す
る
場

合
に
は
、
Ｐ
Ｂ
Ｒ（
株
価
純
資
産
倍
率
）が

１
倍
を
超
え
て
い
る
場
合
を
除
き
、
当
該

期
間
に
在
任
し
て
い
た
取
締
役
の
選
任

議
案
に
反
対
す
る
方
針
と
な
る
。
ま
た
、

三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

㈱
お
よ
び
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
信
託
銀
行
㈱
も
、

２
０
２
７
年
4
月
適
用
予
定
と
し
て
、
Ｒ

Ｏ
Ｅ
閾
値
を
５
％
か
ら
８
％
へ
引
き
上
げ

る
方
針
を
示
し
て
い
る（
当
初
は
Ｔ
Ｏ
Ｐ

Ｉ
Ｘ
５
０
０
構
成
企
業
対
象
）。

Ｒ
Ｏ
Ｅ
の
業
種
別
順
位
・
全
上
場
企
業

順
位
に
係
る
基
準
の
厳
格
化
と
し
て
は
、

り
そ
な
ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
㈱
が
Ｒ

Ｏ
Ｅ
の
業
種
別
順
位
の
閾
値
を
下
位
25
％

以
下
か
ら
下
位
３
分
の
１
以
下
へ
厳
格
化

（図表1）　議決権行使基準等の主な改定項目
１　業績
２　取締役会の独立性
３　取締役会の多様性
４　政策保有株式
５　サステナビリティ
（出所）　各機関の議決権行使基準等をもとに筆者作成


